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番号法の改正に伴う 
「特定個⼈情報の適正な取扱いに関するガイドライン」の改正について 
 
 
今般、個⼈情報保護委員会では、関連法の改正に伴い、「特定個⼈情報の適正な取扱いに関するガ
イドライン（事業者編）」（平成 26 年特定個⼈情報保護委員会告⽰第５号。以下「事業者ガ  
イドライン」という。）の⼀部を改正しました（令和２年個⼈情報保護委員会告⽰第４号〜第７号）。
改正された関連法およびガイドライン改正の概要は下記のとおりです。 
 
つきましては、特定個⼈情報等の適正な取扱いについての事業者向けガイドラインおよび関連資
料を送付させていただきます。 
 
引き続き、特定個⼈情報等の適正な取扱いをお願いするとともに、貴団体の会員にも周知いただ
くようお願いします。 
 
 
1.改正された関連法およびガイドライン改正の概要 
 
(ア)取得番号関係の改正 
①改正された関連法： 
⼾籍法の⼀部を改正する法律（令和元年法律第 17 号）の⼀部施⾏による⾏政⼿続における特定の
個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」と
いう。）の ⼀部改正（令和元年６⽉ 20 ⽇施⾏） 
 
②ガイドライン改正の概要（取得番号関係）： 
従来から情報連携のために⽤いられている取得番号(※)について、「情報提供⽤個⼈識別符号の取
得に係る事務を処理する必要がなくなった場合には、取得番号を削除する必要がある」旨の記載
を追加すること。 
 
なお、事業者ガイドラインにおける本改正については、健康保険組合等の情報連携を⾏う⼀部の
事業者を対象としたものである（添付資料「（参考）マイナンバーガイドライン（事業者編）の改
正（取得番号関係）に係る留意事項」参照）。 
 
※ 取得番号 
情報連携において、各機関が個⼈を⼀意に識別するための「情報提供⽤個⼈識別符号」を取得す
る際に関係機関間において利⽤される番号。 
 
 
(イ)通知カード廃⽌関係の改正 
 
①改正された関連法： 
情報通信技術の活⽤による⾏政⼿続等に係る関係者の利便性の向上並びに⾏政運営の簡素化及び
効率化を図るための⾏政⼿続等における情報通信の技術の利⽤に関する法律等の⼀部を改正する
法律（令和元年法律第 16 号。以下「デジ  
タル⼿続法」という。）の⼀部施⾏による番号法の⼀部改正（令和２年５⽉ 25 ⽇施⾏）  
 



②ガイドライン改正概要（通知カード廃⽌関係）： 
これまで個⼈番号の通知等に⽤いられていた通知カードが廃⽌されたことに伴い、「本⼈確認」等
の項⽬において、通知カードに係る記載を削除すること。また、デジタル⼿続法等において、通
知カードの取扱いに関する経過措置が定められたことから、当該経過措置に関する記載を追加す
ること。 
 
2.ご送付資料（URL） 
 
  *新旧対照表（取得番号関係）
<https://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2020/06/9ee7088f3b59b3f87794c1f91f
393c74-3.pdf> 
  *新旧対照表（通知カード廃⽌関連）
<https://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2020/06/a1d83cf82ea224412466eb2a
1fec7d42-3.pdf> 
  *特定個⼈情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）
<https://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2020/06/06c098874c9aabb612af6b90
badc4cd5-3.pdf> 
  *（別冊）⾦融業務ガイドライン
<https://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2020/06/0896a7f45e5373dc0063a11e
e0699cc4-3.pdf> 
  *（参考）ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（事業者編）の改正（取得番号関係）に係る留意事項
<https://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2020/06/69d3ccf24de48e31f1b517a95
3cf7cae-3.pdf> 
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